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 我が国のより一層のがん対策推進のため、日本政府が以下の政策を講じるよう要請しま

す。 
 

第 1、要請の趣旨 
 

1. 現在、全国都道府県などの自治体において実施されている地域がん登録事業の法制化

を図ること 
2. 地域がん登録事業の円滑な実施に必須である関連統計の利用ができるよう、法制化と

あわせて、現行関連法規の見直しを図ること 
 

第 2、要請の理由 
 

がんは我が国の死亡原因の第 1 位を占め、がんで死亡する方の数は増加の一途をたどり、

私たちの生活を脅かす存在となっています。生涯のうち二人に一人がかかる国民病となっ

たいまこそ、有効ながん対策を推進することが緊急の課題です。がん対策を計画、実行、

評価し、今後の対策に生かすためには、がんの実態（死亡率、罹患（発生）率、生存率な

ど）を正確に把握することが必要です。偏りのない正確な罹患や生存率の実態は「地域が

ん登録」によってのみ把握が可能です。 
 
この「地域がん登録」とは、がんを診断、治療した医療機関や死亡を確認した医療機関

から、地域における全がん患者の診断・治療情報を集めて整理・集計・解析を行い、がん

の予防と医療の進歩に役立つ情報を提供するシステムです。「地域がん登録」ではがん症

例の重複登録を避けるために個人識別指標（氏名、性別、生年月日、住所)も集めています。 
 
平成 18 年に制定された「がん対策基本法」の第十七条第二項において「国及び地方公

共団体は、がん患者の罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援する

ために必要な施策を講ずるものとする。」と規定されました。本法に基づいて平成 19 年に

策定された「がん対策基本計画」においては、重点課題としてがん登録の推進が掲げられ、

本年 2 月 1 日に公表された、次期がん対策基本計画の素案の中では、個人情報の保護を徹

底しつつがん登録情報の有効活用ができるよう、法的位置づけの検討も含めたがん登録の

体制整備を 5 年以内に図る旨が述べられています。 
 
欧米諸国では古くから法律に基づいた「地域がん登録」が展開され、がん対策の評価や

新たな対策の立案に活用されてきました。近年では、韓国、台湾といった東アジア諸国に

おいても法を根拠とする地域がん登録事業が急速に整備され、がん対策の柱となっていま

す。我が国では昭和 40 年代から道府県市を単位として事業が開始され、平成 24 年度によ

うやく全 47 都道府県での実施が実現する予定です。 
 
しかしながら、全国規模の実施となったものの、法的根拠があいまいな現状においては、

様々な実務上の障壁があるため、非効率な作業が残存し、結果として、欧米や東アジア諸

国と比較してわが国のがん情報の質は低いと言わざるを得ません。また、原子力発電所事



故による健康影響等に関し、国民の不安と関心が高まっており、社会における発がんモニ

タリングとしての地域がん登録の役割は一段と重要なものとなりました。 
 

NPO 法人地域がん登録全国協議会は、地域がん登録事業実施地域のうち、37 道府県市

を会員とし、我が国で唯一の地域がん登録に関わる団体です。わたしたちは、「がん対策

基本法」の基本施策（がんの予防及び早期発見の推進、がんの医療レベルの地域格差の是

正、研究の推進等）に寄与し、次期がん対策基本計画の個別目標を達成するため、そして

原子力発電所事故による放射線被ばくなどの国民の健康への影響を正確に把握し適切な対

策を立案するためにも、日本政府が、地域がん登録に関する新たな法律の制定とともに、

現行関連法規の改定や例外条項の明記などの法整備により、以下に掲げる事項を早急に推

進することを強く求めます。 
 
 地域がん登録に必要な情報を漏れなく集めるために、情報の収集や提出に取り組む

都道府県などの自治体、医療機関を支援し、「地域がん登録」を促進すること 
 登録されたがん患者の生死を確認するために、国が保有する、電子化された人口動

態統計の死亡情報や市区町村の住民基本台帳情報の利用促進をすること 
 地域がん登録における個人情報取扱いに関する安全管理強化策を支援すること 
 地域がん登録の公衆衛生上の意義及び必要性について、国民への周知を図ること 
 がん登録情報を国民、患者、医療従事者、行政担当者、研究者等が利用できる体制

を整備し、積極的にがん対策に活用すること 
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